
学外実習単位並びに他の高等専門学校及び高等専門学校以外の 

教育施設等で修得した単位等の認定に関する取扱要項により 

認定された単位について 

 

制  定 平成７年１２月２２日 
 

学外実習単位（以下「実習単位」という。）並びに他の高等専門学校及び高等専門学校以外

の教育施設等で修得した単位等の認定に関する取扱要項により認定された単位（以下「要項認

定単位」という。）は、実習単位にあっては認定された年度、要項認定単位にあっては本校以

外の教育施設等における学修単位申請書が受理された年度の単位であり、留年にかかわらず、

再履修する必要はない。 
（施行８．４．１） 


